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常
用
型
派
遣
の
増
大
が
わ
が
国
の
雇
用
慣
行
を
損
な
う
可
能
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
の
臨
時
国
会
に
提
出
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
法
改
正
案
の
、
修
正
案
に
つ
い
て
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
労
働

者
派
遣
法
改
正
に
よ
り
、
わ
が
国
の
雇
用
慣
行
が
損
な
わ
れ
る
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
し
ま
す
。

一

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
際
に
、
常
用
型
派
遣
の
派
遣
社
員
は
、
何
人
中
何
人
、
つ
ま
り
何
割
が
契
約
終
了
と
な
り
ま
し
た

か
。

二

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
際
に
、
正
規
雇
用
の
労
働
者
は
何
割
が
解
雇
さ
れ
た
り
、
契
約
終
了
と
さ
れ
ま
し
た
か
。

三

こ
の
違
い
か
ら
し
て
、
常
用
型
派
遣
は
安
定
雇
用
と
言
え
ま
す
か
。
ま
た
、
無
期
雇
用
と
言
え
ま
す
か
。

四

常
用
型
派
遣
で
職
が
見
つ
か
ら
な
い
時
は
、
必
ず
最
低
賃
金
以
上
の
休
業
補
償
が
さ
れ
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
最
低
賃
金

を
下
回
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
休
業
補
償
は
、
そ
れ
ま
で
の
収
入
の
何
割
が
補
償
さ
れ
ま
す
か
。

五

安
倍
総
理
は
、
「
今
回
の
派
遣
法
改
正
で
、
正
社
員
化
を
進
め
る
」
と
い
う
主
旨
の
答
弁
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
正
社

員
化
の
中
に
、
派
遣
会
社
に
、
常
用
型
派
遣
で
入
社
し
た
人
も
含
め
ま
す
か
。
も
し
含
ま
れ
な
い
な
ら
そ
の
理
由
を
教
え
て

下
さ
い
。
派
遣
会
社
で
常
用
型
派
遣
が
増
え
た
場
合
に
は
、
「
雇
用
慣
行
を
損
な
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。

一



六

今
回
の
修
正
案
に
あ
る
「
雇
用
慣
行
を
損
な
う
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
一
生
、
派
遣
の
若
者
が
増

え
た
場
合
は
、
「
損
な
う
」
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。

七

安
倍
総
理
は
、
「
景
気
が
回
復
局
面
に
お
い
て
は
非
正
規
の
方
が
ふ
え
ま
す
」
と
繰
り
返
し
答
弁
し
て
い
ま
す
が
、
で

は
、
景
気
が
回
復
し
た
暁
に
は
、
正
社
員
の
雇
用
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
ま
た
、
正
社
員
の
雇
用
が
増
え
る
の

は
、
い
つ
頃
と
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

二


